
 

本件に関するお問い合わせ先 

１ 登録日 

 令和６年２月 22 日 

２ 登録権者 

 伊那市商工会（「高遠そば組合」「入野谷そば振興会」が構成員である団体） 

３ 商標 

 入野谷在来そば 

   （長野県伊那市高遠町長谷入野谷地域で栽培されている在来そばの玄そば） 

４ 商標取得の効果 

  他者が不正に地域団体商標を使用する場合、民事・刑事の両面から対抗できます。 

  商品のブランド力増大につながります。構成員のブランドに対する自負を形成します。 

５ 記者発表 

  日時：令和６年３月 26 日（火）午後５時半から 場所：楽座 紅葉軒（伊那市高遠町小原 305-1） 

  参列者：伊那市商工会  （調整中） 

高遠そば組合 組合長 山根健司 

       入野谷そば振興会 会長 池上敏明 

信州そば発祥の地 伊那 そば振興会 会長 飯島進 

６ 添付資料  有 無 

プレスリリース 

（報道関係各位） 

令和６年３月 21 日 

商工観光部 観光課 観光政策係 

（信州そば発祥の地 伊那 そば振興会 事務局） 

長野県伊那市 高遠総合支所 高遠農林建設課 / 商工観光部 観光課 

(課長) 松島裕司 / 清水 俊一郎 (担当) 唐木 玲 

電 話：０２６５－７８－４１１１（内線）２４３５ 

ＦＡＸ：０２６５－７８－４１３１ E-mail：knk@inacity.jp 

「入野谷在来そば」が地域団体商標を取得しましたのでお知らせします。  

「入野谷在来そば」地域団体商標の 
取得について 

 


